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（コード：3189・東証スタンダード） 

問合せ先 総務部長    里野 信泰 
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株主優待制度の一部内容変更（拡充）に関するお知らせ 
 
 

当社は、本日開催の臨時取締役会において、株主優待制度の内容を一部変更（拡充）することを決定いたし

ましたので、以下のとおりお知らせいたします。 

 

 １．株主優待制度の一部変更の目的 

当社は、株主の皆様の日頃のご支援に感謝するとともに当社株式への投資魅力を高め、より多

くの方に当社株式を保有していただくことを目的として、株主優待制度を実施してまいりました。 

   このたび、株主の皆様に中長期的に当社株式を保有していただくことを目的として、より広範

な投資家の皆様にメリットのある制度へと見直しを行います。あわせて、当社が掲げる「ビット

コインエコシステムの実装を通して人々の豊かな生活を実現する」というミッションに沿った内

容とし、年 2 回実施する制度へ拡充いたします。 

   本制度の拡充を通じて、当社株式を保有していただける株主の皆様の増加を図ってまいります。 

 

 ２．株主優待制度の一部変更の具体的な内容 

１）変更の時期 

2026 年２月末日を基準日とする当社株主名簿に記載または記録された 100 株（１単元）以上

保有されている株主様 

  ２）株主優待制度の対象者とその概要 

【現 行】 

 年１回毎年８月末日の株主名簿に記載または記録された 100 株（１単元）以上保有されてい

る株主様を対象として、当社子会社・株式会社 ANAP の通販サイト「ANAP オンラインショップ」

で使用できる 30％割引ご優待券の配布 

 

 

 

 

 

保有株式数 配布数 

100 株以上  500 株未満 ご優待券２枚 

500 株以上 1,000 株未満 ご優待券３枚 

1,000 株以上 ご優待券５枚 



【変更後】 

 毎年２月末日もしくは８月末日の株主名簿に記載または記録された 100 株（１単元）以上 

保有されている株主様から対象として、次の①②③および④から構成されます。 

 

    ①保有株式数に応じ、当社株主優待専用ＥＣサイト*で使えるポイント（相当する金額）を付与 

     

 

 

 

 

※１ ポイントの利用：商品ご購入価格の 50%を上限 

※２ ポイントの有効期間：発行日から６か月間 

※３ 対象商品：当社グループが販売しているＡＮＡＰブランド商品はもちろん、有名メーカ

ーを含む、化粧品、電化製品、アパレル、一般食品、飲料、ジュエリー、バッグ、家具、     

インターネットサービス利用権、書籍、海外コスメ、タレントグッズや株主優待サイト  

オリジナル商品等 

 

②ビットコイン抽選プレゼント 

当社株式を 500 株以上保有し、かつ、SBI VC トレード株式会社に口座を保有維持または新規

開設する株主様を対象として、抽選で付与 

 

 

 

 

 

 

 

③エステ無料体験チケット進呈 

  当社子会社運営のエステサロン無料体験チケットをもれなく進呈 

 

④ビットコイン(BTC)専用ハードウエアウォレット「Jade Plus」抽選プレゼント 

  当社提携先大手ビットコイン技術会社 Blockstream 社の「Jade Plus」を抽選で 10 名様に 

プレゼント(標準価格 US$149.99) 

 

  ３．株主優待の贈呈時期 

    毎年２月末日もしくは８月末日を基準日として、３ヶ月以内を目途に贈呈いたします。 

 

※ビットコイン付与に関する留意事項 

法令順守：資金決済法・犯罪収益移転防止法等の関連法令及び各交換業者の規約に基づき実施し

ます。 

保有株式数 付与ポイント 

100 株以上  500 株未満 3,000 ポイント（円相当） 

500 株以上 1,000 株未満 18,000 ポイント 

1,000 株以上 40,000 ポイント 

付与円価額 当選数 

100,000 円 50 名 

50,000 円 120 名 

10,000 円 1,000 名 

合計 21,000,000 円 合計  1,170 名 



本人確認(KYC)：ビットコイン受領には国内登録済み交換業者での口座開設・本人確認が必要とな

る場合があります。 

対象地域：日本国内在住の株主様に限定する場合があります。 

税務上の取扱い：ビットコイン受領に伴う税務上の取扱いは、株主様ご自身の責任において所轄

税務署・専門家へご確認ください。 

未受領分の扱い：申し込み・受領期限までに手続未了の場合は権利放棄とする場合があります。 

 

*)当社株主優待専用ＥＣサイト（イメージ） 

 

 

以上 
 


